
 

上尾市介護保険高額介護サービス費等資金貸付規則を廃止する規則をここ

に公布する。  

令和６年３月２７日  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第２０号  

上尾市介護保険高額介護サービス費等資金貸付規則を廃止する規則  

上尾市介護保険高額介護サービス費等資金貸付規則（平成３１年上尾市規

則第２０号）は、廃止する。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの規則による廃

止前の上尾市介護保険高額介護サービス費等資金貸付規則（以下「旧規則」

という。）第６条の規定により資金（旧規則第１条に規定する資金をい

う。）の貸付けの決定を受けた者（第４項において「借受人」という。）

に対する貸付金（旧規則第４条に規定する貸付金をいう。以下同じ。）の

交付等については、旧規則第７条及び第８条並びに第３号様式及び第４号

様式の規定は、なおその効力を有する。  

３  施行日前に旧規則第７条の規定により交付された貸付金の償還について

は、旧規則第８条から第１１条まで、及び第５号様式の規定は、なおその

効力を有する。  

４  借受人（貸付金の金額を償還していない者に限る。）が旧規則第１２条

各号に該当した場合には、同条の規定は、なお、その効力を有する。  


